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◯
参
議
院
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例
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表
選
出
議
員
選
挙
に
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け
る
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参
議
院
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議
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１

◯
参
議
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比
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代
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選
出
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選
挙
に
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称
等
の
掲
示
の
順
序
を
定
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二
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…
…
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１

◯
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
等
の

掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
（
八
三
）
…
…
…
…
１

◯
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
等

の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
（
八
四
）
…
…
…
１

◯
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
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候
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送
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行
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八
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◯
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権
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…
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◯
各
選
挙
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け
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選
挙
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（
八
八
）
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…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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◯
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
八
九
）
…
…
…
…
…
２

選
挙
長
告
示

◯
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場

所
（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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◯
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く

じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
（
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16

選
挙
分
会
長
告
示

◯
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
長
の
事
務
を

行
う
場
所
（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16

◯
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
を
定
め
る

く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
（
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16

秋
選
管
告
示
第
七
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
五
条
第
三
項
及
び

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
八
十
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
秋
田
県

選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の

と
お
り
選
任
し
た
の
で
、
同
施
行
令
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
選
挙
長

秋
田
市
大
町
四
丁
目
三
番
四
十
四
号
　
　
　
　
　
田
　
中
　
伸
　
一

二
　
選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
泉
北
四
丁
目
十
一
番
三
号
　
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
　
　
誠
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秋
選
管
告
示
第
七
十
九
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
五
条
第
三
項
及
び

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
八
十
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
の
で
、
同
施
行
令
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
選
挙
分
会
長

秋
田
市
山
王
六
丁
目
十
九
番
十
号
　
　
　
　
　
　
　
小
　
野
　
康
　
雄

二
　
選
挙
分
会
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
泉
菅
野
二
丁
目
二
番
二
号
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
辺
　
哲
　
也
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│
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│
│
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秋
選
管
告
示
第
八
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員

選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同

法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
　
秋
田
県
庁
正
庁

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
八
月
一
日
　
午
前
九
時
三
十
分
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│
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│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
八
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
の
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の

で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
　
秋
田
県
庁
正
庁

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
八
月
一
日
　
午
前
十
時
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秋
選
管
告
示
第
八
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
七
十
五
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
選
挙
に
お
け
る
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
の
順
序
を
定
め
る
く

じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
七
月
十
二
日
　
午
後
六
時
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│
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│
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秋
選
管
第
八
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
九
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員

選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
等
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行

う
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭

和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
告

示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
七
月
十
四
日
　
午
前
十
時
三
十
分
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│
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│
│
│
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│
│
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│

秋
選
管
第
八
十
四
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
九
条
第
五
項
の

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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規
定
に
よ
る
平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
等
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を

行
う
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規
程

（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
七
月
十
六
日
　
午
後
六
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
第
八
十
五
号

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十

五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行

の
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
政
見
放
送
の
日
時

を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
告
示

す
る
。平

成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
七
月
十
二
日
　
午
後
五
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
八
十
六
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
四
条
第
一
項
及

び
同
条
第
二
項
並
び
に
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十

九
号
）
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日

執
行
の
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出

金
額
の
制
限
額
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
百
九
十
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
三
六
、
一
一
七
、
二
〇
〇
円
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
八
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七

十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の

数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
告

示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

五
十
分
の
一
の
数
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
、
一
〇
四

三
分
の
一
の
数
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

二
二
五
、
八
六
一

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
八
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に

よ
る
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

選
挙
区
の
別

秋

田

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
、
七
六
一

能

代

市

山

本

郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
、
五
一
六

横

手

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
、
九
四
〇

大

館

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
、
一
七
三

男

鹿

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
、
一
三
三

湯

沢

市

雄

勝

郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
、
三
八
九

鹿

角

市

鹿

角

郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
二
二
二

由

利

本

荘

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
、
七
五
四

潟

上

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
八
〇
六

大

仙

市

仙

北

郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
、
七
九
七

北
秋
田
市
北
秋
田
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
一
五
七

に

か

ほ

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
九
三
二

仙

北

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
九
六
九

南

秋

田

郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
八
四
三

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
八
十
九
号

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
」
を
「
選

挙
運
動
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
条
の
三
第
一
項
中
「
又
は
参
議
院
秋
田
県

選
出
議
員
」
を
「
、
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
又
は
知
事
」
に
、
「
又
は
第

二
号
」
を
「
、
第
二
号
又
は
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
六
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
章
　
選
挙
運
動
の
公
営

第
十
一
条
第
一
項
中
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作

成
」
を
「
選
挙
運
動
」
に
、
「
公
営
条
例
第
三
条
の
」
を
「
同
条
の
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
公
営
条
例
第
六
条
の
」
を
「
同
条
の
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

公
営
条
例
第
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
営
条

例
第
九
条
に
規
定
す
る
有
償
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
（
立

候
補
の
届
出
前
に
当
該
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
立
候
補
の
届
出
後

直
ち
に
）
、
当
該
契
約
に
関
す
る
書
面
の
写
し
を
添
え
て
、
同
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
又
は
第
三
項
」

に
、
「
第
四
条
第
二
号
ロ
又
は
第
七
条
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
、

第
七
条
又
は
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第
二
号
ロ
又
は

第
七
条
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
、
第
七
条
又
は
第
十
条
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
二
号
ロ
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号

ロ
」
に
、
「
、
前
条
第
三
項
の
確
認
書
を
、
」
を
「
前
条
第
三
項
の
確
認
書

を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
条
」
に
、
「
、
公
営

条
例
第
六
条
」
を
「
公
営
条
例
第
九
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

候
補
者
は
、
公
営
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
場
合
に

は
、
直
ち
に
前
条
第
三
項
の
確
認
書
を
公
営
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
有

償
契
約
を
締
結
し
た
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
（
以
下
「
ビ
ラ
作
成
業

者
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
、
公
営
条
例
」
を
「
公
営
条
例
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
使

用
証
明
書
」
の
下
に
「
、
ビ
ラ
作
成
証
明
書
」
を
加
え
、
「
及
び
第
十
号
様

式
の
二
」
を
「
、
第
十
号
様
式
の
二
及
び
第
十
号
様
式
の
三
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
、
ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者
」
を

「
ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

候
補
者
は
、
ビ
ラ
の
作
成
に
関
す
る
証
明
書
（
以
下
「
ビ
ラ
作
成
証
明

書
」
と
い
う
。
）
を
ビ
ラ
作
成
業
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
、
「
当
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該
」
を
「
、
当
該
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第

十
条
」
に
、
「
前
条
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
第
三
項
の
確
認
書
及
び
前
条

第
四
項
」
に
改
め
、
「
及
び
第
十
二
条
第
三
項
の
確
認
書
」
を
削
り
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

ビ
ラ
作
成
業
者
は
、
公
営
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
請
求
書
に
第
十
二
条
第
三
項
の
確
認
書
及
び
前
条
第

四
項
の
ビ
ラ
作
成
証
明
書
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
八
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
郵
便
等
に
よ
る
在
外
投
票
の
投
票
用
紙
等
を
発
送
す
る
日
）

第
八
十
条
の
二

在
外
選
挙
執
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
二
号
）

第
二
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
定
め
る
日
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
再
選
挙
（
以
下
「
統
一
対
象
再
選
挙
」
と
い
う
。
）
又
は
補
欠

選
挙
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
　
九
月
十
六
日
か
ら
翌
年

の
三
月
十
五
日
ま
で
に
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
は

当
該
期
間
の
直
後
の
三
月
十
六
日
、
三
月
十
六
日
か
ら
そ
の
年
の
九
月

十
五
日
ま
で
に
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
当
該
期

間
の
直
後
の
九
月
十
六
日

二
　
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
統
一
対
象
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙

が
法
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る

場
合
　
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
旨
を
県
委
員
会
が
告
示

し
た
日
又
は
参
議
院
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
六
十
日
に
当
た
る
日
の

い
ず
れ
か
遅
い
日

三
　
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
が
法
第
三
十
三
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
又
は
参
議
院
議
員
の
統
一
対

象
再
選
挙
若
し
く
は
補
欠
選
挙
が
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ

る
場
合
　
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
旨
を
県
委
員
会
が
告

示
し
た
日

２

法
第
三
十
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
選
挙
を
行
う
べ

き
事
由
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由
」
と
、
同
項
第
二
号
中

「
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
遅

い
方
の
事
由
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
」
と

あ
る
の
は
「
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条

第
一
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由
」
と
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
三
そ
の
一
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
　
「
何
何
選
挙
区
」
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
及
び

秋
田
県
議
会
議
員
選
挙
の
場
合
に
限
つ
て
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

別
記
第
七
号
様
式
そ
の
２
を
同
号
様
式
そ
の
３
と
し
、
同
号
様
式
そ
の
１

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
記
第
八
号
様
式
そ
の
１
中
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス

タ
ー
の
作
成
」
を
「
選
挙
運
動
」
に
、
「
第
４
条
第
２
号
ロ
」
を
「
第
４
条

第
１
項
第
２
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
１
の
備
考
１
中
「
提
出
す
る

こ
と
」
を
「
提
出
し
て
く
だ
さ
い
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
１
の
備
考
２

中
「
使
用
す
る
こ
と
」
を
「
使
用
し
て
く
だ
さ
い
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ

の
１
の
備
考
３
中
「
記
載
す
る
こ
と
」
を
「
記
載
し
て
く
だ
さ
い
」
に
改

め
、
同
号
様
式
そ
の
２
中
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の

作
成
」
を
「
選
挙
運
動
」
に
、
「
第
７
条
」
を
「
第
■
条
」
に
改
め
、
同
号

様
式
そ
の
２
の
備
考
１
中
「
提
出
す
る
こ
と
」
を
「
提
出
し
て
く
だ
さ
い
」

に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
２
の
備
考
２
中
「
使
用
す
る
こ
と
」
を
「
使
用
し

て
く
だ
さ
い
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
２
の
備
考
３
中
「
記
載
す
る
こ

と
」
を
「
記
載
し
て
く
だ
さ
い
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
２
を
同
号
様
式

そ
の
３
と
し
、
同
号
様
式
そ
の
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス

タ
ー
の
作
成
　
　
　
選
挙
運
動
　
　
　
　
第
４
条
第
２
号
ロ
　
　
　
第
４
条

第
１
項
第
２
号
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提
出
す
る

こ
と
　
　
　
提
出
し
て
く
だ
さ
い

使
用
す
る
こ
と
　
　
　
使
用
し
て
く
だ
さ
い

記
載
す
る
こ
と
　
　
　
記
載
し
て
く
だ
さ
い

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の

作
成
　
　
　
選
挙
運
動
　
　
　
　
第
７
条
　
　
　
第
10
条

提
出
す
る
こ
と
　
　
　
提
出
し
て
く
だ
さ
い

使
用
す
る
こ
と
　
　
　
使
用
し

て
く
だ
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
載
す
る
こ

と
　
　
　
記
載
し
て
く
だ
さ
い



平成19年 7 月12日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号
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平成19年 7 月12日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

７

別
記
第
九
号
様
式
そ
の
１
中
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス

タ
ー
の
作
成
」
を
「
選
挙
運
動
」
に
、
「
第
４
条
第
２
号
ロ
」
を
「
第
４
条

第
１
項
第
２
号
ロ
」
に
、
「
確
認
す
る
」
を
「
確
認
し
ま
す
」
に
改
め
、
同

号
様
式
そ
の
１
の
備
考
１
中
「
提
出
す
る
こ
と
」
を
「
提
出
し
て
く
だ
さ

い
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
１
の
備
考
２
中
「
添
付
す
る
こ
と
」
を
「
添

付
し
て
く
だ
さ
い
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
１
の
備
考
３
中
「
で
き
な

い
」
を
「
で
き
ま
せ
ん
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
２
中
「
選
挙
運
動
用
自

動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
」
を
「
選
挙
運
動
」
に
、
「
第
７
条
」

を
「
第
■
条
」
に
、
「
確
認
す
る
」
を
「
確
認
し
ま
す
」
に
改
め
、
同
号
様

式
そ
の
２
の
備
考
１
中
「
提
出
す
る
こ
と
」
を
「
提
出
し
て
く
だ
さ
い
」
に

改
め
、
同
号
様
式
そ
の
２
の
備
考
２
中
「
添
付
す
る
こ
と
」
を
「
添
付
し
て

く
だ
さ
い
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
２
の
備
考
３
中
「
で
き
な
い
」
を

「
で
き
ま
せ
ん
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
２
を
同
号
様
式
そ
の
３
と
し
、

同
号
様
式
そ
の
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス

タ
ー
の
作
成
　
　
　
選
挙
運
動
　
　
　
　
第
４
条
第
２
号
ロ
　
　
　
第
４
条

第
１
項
第
２
号
ロ
　
　
　
　
確
認
す
る
　
　
　
確
認
し
ま
す

提
出
す
る
こ
と
　
　
　
提
出
し
て
く
だ
さ

い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
す
る
こ
と
　
　
　
添

付
し
て
く
だ
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
き
な

い
　
　
　
で
き
ま
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
選
挙
運
動
用
自

動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
　
　
　
選
挙
運
動
　
　
　
　
第
７
条

第
10
条
　
　
　
　
確
認
す
る
　
　
　
確
認
し
ま
す

提
出
す
る
こ
と
　
　
　
提
出
し
て
く
だ
さ
い

添
付
す
る
こ
と
　
　
　
添
付
し
て

く
だ
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
き
な
い

で
き
ま
せ
ん



平成19年 7 月12日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号
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平成19年 7 月12日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

９

別
記
第
十
号
様
式
の
二
を
同
号
様
式
の
三
と
し
、
同
号
様
式
の
一
の
次
に

次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



平成19年 7 月12日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号
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平成19年 7 月12日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

11

別
記
第
十
一
号
様
式
そ
の
１
中
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス

タ
ー
の
作
成
」
を
「
選
挙
運
動
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
２
中
「
選
挙
運

動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
」
を
「
選
挙
運
動
」
に
、
「
第

７
条
」
を
「
第
■
条
」
に
改
め
、
同
号
様
式
そ
の
２
を
同
号
様
式
そ
の
３
と

し
、
同
号
様
式
そ
の
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス

タ
ー
の
作
成
　
　
　
選
挙
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
選
挙
運

動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
　
　
　
選
挙
運
動
　
　
　
　
第

７
条
　
　
　
第
10
条



平成19年 7 月12日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号
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平成19年 7 月12日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号
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平成19年 7 月12日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

14

別
記
第
二
十
四
号
様
式
の
二
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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平成19年 7 月12日（木曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

16

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
選
挙
に
お

け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙

執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に

基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
選
挙
選
挙
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
平
成
十
九
年
七
月
十
二
日
正
午
前

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
　
秋
田
県
庁
正
庁

二
　
平
成
十
九
年
七
月
十
二
日
　
正
午
以
後

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
　
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
選
挙
に
お

け
る
選
挙
会
の
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及

び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

参
議
院
秋
田
県
選
出
議
員
選
挙
選
挙
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
　
午
前
九
時
三
十
分

選
挙
分
会
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に

お
け
る
選
挙
分
会
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公

職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

秋
田
県
選
挙
分
会
長
　
　
小
　
野
　
康
　
雄

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
　
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

選
挙
分
会
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に

お
け
る
選
挙
分
会
の
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場

所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

秋
田
県
選
挙
分
会
長
　
　
小
　
野
　
康
　
雄

一
　
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
　
午
前
九
時
四
十
五
分

選
　
挙
　
長
　
告
　
示

選

挙

分

会

長

告

示

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
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atsu
b
ara@

m
atsu

b
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.co.jp


